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す
る
省
令
（
二
件
） ................................  

一二九五

.............................................................

一二九六

工
場
抵
当
法

 ....................................................  

一二九七
工
場
抵
当
登
記
規
則

 ...........................................  

一三〇三

財
団
登
記
事
務
取
扱
手
続
準
則 ...............................  

一三一二

鉱
業
抵
当
法

 ....................................................  

一三一九

鉱
業
抵
当
登
記
規
則

 ...........................................  

一三二〇

漁
業
財
団
抵
当
法

 ..............................................  

一三二一

漁
業
財
団
抵
当
登
記
規
則

 ....................................  

一三二二

道
路
交
通
事
業
抵
当
法

 ........................................  

一三二四

道
路
交
通
事
業
抵
当
登
記
規
則

 ..............................  

一三二六

港
湾
運
送
事
業
法

 ..............................................  

一三二七

港
湾
運
送
事
業
抵
当
登
記
規
則 ...............................  

一三三〇

建
設
機
械
抵
当
法

 ..............................................  

一三三二

建
設
機
械
抵
当
法
施
行
令

 ....................................  

一三三五

建
設
機
械
抵
当
法
施
行
規
則

 .................................  

一三三九

建
設
機
械
登
記
令

 ..............................................  

一三四六

建
設
機
械
登
記
規
則

 ...........................................  

一三六〇

観
光
施
設
財
団
抵
当
法 ........................................  

一三七四

観
光
施
設
財
団
抵
当
法
第
二
条
の
観
光
施
設
を
定
め
る
政
令

 ............................................................. 

一三七五

観
光
施
設
財
団
抵
当
登
記
規
則

 ..............................  

一三七六

自
動
車
交
通
事
業
財
団
抵
当
登
記
取
扱
手
続

 ..............  

一三七七

農
業
動
産
信
用
法

 ..............................................  

一三八〇

農
業
動
産
信
用
法
施
行
令 .....................................  

一三八一

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令 .....................................  

一三八三

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
規
則

 .................................  

一三九七

企
業
担
保
法

 ....................................................  

一四〇九

企
業
担
保
登
記
登
録
令

 ........................................  

一四一八

企
業
担
保
登
記
規
則

 ...........................................  

一四二三

抵
当
証
券
法

 ....................................................  

一四二七

抵
当
証
券
法
施
行
令............................................  

一四三二
抵
当
証
券
法
ノ
施
行
期
日
及
施
行
地
域
ニ
関
ス
ル
件 .....  

一四三三

抵
当
証
券
法
施
行
細
則

 ........................................  

一四三四

鉱
害
賠
償
登
録
令

 ..............................................  

一四四九

鉱
害
賠
償
登
録
規
則

 ...........................................  

一四五三

測
量
法

 ...........................................................  

一四五八

測
量
法
施
行
令

 .................................................  

一四六五

商　

法

商
法

 ..............................................................  

一四七三

会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
経
過
措
置
） ....................................................  

一五〇〇

商
法
施
行
法

 ....................................................  

一五一四

商
法
施
行
規
則

 .................................................  

一五一五

会
社
法

 ...........................................................  

一五一九

会
社
法
施
行
令

 .................................................  

一七九三

会
社
法
施
行
規
則

 ..............................................  

一七九四

会
社
計
算
規
則

 .................................................  

一九〇六

電
子
公
告
規
則

 .................................................  

一九六八

電
子
公
告
に
関
す
る
登
記
事
項
を
定
め
る
省
令

 ...........  

一九七七

担
保
付
社
債
信
託
法

 ...........................................  

一九七八

日
刊
新
聞
紙
の
発
行
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
の
株
式
の
譲

渡
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律

 ..............................  

一九八八

手
形
法

 ...........................................................  

一九八九

小
切
手
法

........................................................  

二〇〇〇

手
形
法
第
八
十
七
条
及
び
小
切
手
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
休
日
を
定
め
る
政
令

 .................................  

二〇〇八

不
正
競
争
防
止
法

 ..............................................  

二〇〇九
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商
業
登
記
法

商
業
登
記
法

 ....................................................  

二〇二一

商
業
登
記
規
則

 .................................................  

二〇五五

商
業
登
記
等
事
務
取
扱
手
続
準
則

 ...........................  

二一〇〇

宗
教
法
人
法

 ....................................................  

二一二九

独
立
行
政
法
人
等
登
記
令

 ....................................  

二一四二

組
合
等
登
記
令

 .................................................  

二一四七

一
般
社
団
法
人
等
登
記
規
則

 .................................  

二一六二

各
種
法
人
等
登
記
規
則

 ........................................  

二一六五

特
定
目
的
会
社
登
記
規
則

 ....................................  

二一六九

投
資
法
人
登
記
規
則

 ...........................................  

二一七一

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律

 ...........  

二一七三

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律

 .................  
二一七八

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令

 ........  
二一八七

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
及
び
有
限
責
任
事
業
組
合
契

　

約
登
記
規
則

 .................................................  

二一八八

商
業
登
記
所
に
お
け
る
実
質
的
支
配
者
情
報
一
覧
の
保
管
等

に
関
す
る
規
則

 ..............................................  

二一九三

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律

 ...........  

二一九七

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令 ...  

二二〇一

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

 ............................................................. 

二二〇二

民
事
訴
訟
法

民
事
訴
訟
法

 ....................................................  

二二〇七

民
事
訴
訟
規
則

 .................................................  

二二九五

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律

 ...........................  

二三二六
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則

 ...........................  

二三五一

　

―
申
立
て
の
手
数
料
の
算
出
方
法

 ........................  

二三五六

訴
訟
物
の
価
額
の
算
定
基
準
に
つ
い
て
（
参
考
） .............  

二三五七

土
地
を
目
的
と
す
る
訴
訟
の
訴
訟
物
の
価
額
の
算
定
基
準
に

つ
い
て
（
参
考
） ................................................  

二三五七

民
事
執
行
法

 ....................................................  

二三五九

民
事
執
行
法
施
行
令

 ...........................................  

二四二七

民
事
執
行
規
則

 .................................................  

二四二八

民
事
執
行
法
第
二
百
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で

定
め
る
登
記
所
を
定
め
る
省
令

 ...........................  

二四七一

民
事
保
全
法

 ....................................................  

二四七二

民
事
保
全
法
施
行
令............................................  

二四八六

民
事
保
全
規
則

 .................................................  

二四八七

滞
納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
法
律

 ............................................................. 

二四九八

滞
納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
政
令

 ............................................................. 

二五〇五

滞
納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
規
則

 ............................................................. 

二五一三

非
訟
事
件
手
続
法　

 .............................................  

二五二一

非
訟
事
件
手
続
規
則　

 ..........................................  

二五四九

共
有
に
関
す
る
非
訟
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非

訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則　

 .............................  

二五五二

非
訟
事
件
手
続
法
第
九
十
条
第
八
項
及
び
第
九
十
一
条
第
五

項
並
び
に
家
事
事
件
手
続
法
第
百
四
十
六
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
公
告
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令　

 .......  

二五五五

会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則

 .................................  

二五五六

一
般
社
団
法
人
等
非
訟
事
件
手
続
規
則

 ....................  

二五六一

外
国
法
人
の
登
記
及
び
夫
婦
財
産
契
約
の
登
記
に
関
す
る
法

律　

 ............................................................. 

二五六三

夫
婦
財
産
契
約
登
記
規
則

 ....................................  

二五六五

夫
婦
財
産
契
約
登
記
取
扱
手
続
（
参
考
） .....................  

二五六八

破
産
法

 ...........................................................  

二五六九

破
産
規
則

........................................................  

二六三一

民
事
再
生
法

 ....................................................  

二六四六

民
事
再
生
規
則

 .................................................  

二七一八

会
社
更
生
法

 ....................................................  

二七二〇

会
社
更
生
法
施
行
令

 ...........................................  

二七三〇

税　

法

登
録
免
許
税
法

 .................................................  

二七三七

登
録
免
許
税
法
施
行
令

 ........................................  

二七六七

登
録
免
許
税
法
施
行
規
則

 ....................................  

二七七二

租
税
特
別
措
置
法

 ..............................................  

二七八五

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

 ....................................  

二八〇四

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則

 .................................  

二八一四

登
記
手
数
料
令

 .................................................  

二八二六

　

―
登
記
手
数
料
令
第
一
八
条
の
適
用
を
受
け
る
団
体
一
覧

　
　

表
（
参
考
） ..................................................  

二八三二

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律

 ........................................  

二八三三

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令

 ..............................  

二八四一

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

 ...........................  

二八五〇

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
等
の

交
付
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
政
令

.....  

二八五六

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
等
の
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交
付
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
省
令

.....  

二八五七

筆
界
特
定
申
請
手
数
料
規
則

 .................................  

二八五八

確
定
日
付
手
数
料
規
則

 ........................................  

二八五九

国
税
通
則
法

 ....................................................  

二八五九

国
税
通
則
法
施
行
令

 ...........................................  

二八六七

国
税
徴
収
法

 ....................................................  

二八六八

国
税
徴
収
法
施
行
令

 ...........................................  

二八八〇

印
紙
税
法

........................................................  

二八八二

地
方
税
法

........................................................  

二八九四

供
託
法

供
託
法

 ...........................................................  

二九一九

供
託
規
則

........................................................  

二九二一

供
託
事
務
取
扱
手
続
準
則

 ....................................  
二九六八

そ
の
他
の
法
令　

刑
法

 ..............................................................  

二九九一

国
家
賠
償
法

 ....................................................  

三〇一九

行
政
手
続
法

 ....................................................  

三〇二〇

行
政
手
続
法
施
行
令

 ...........................................  

三〇二七

行
政
不
服
審
査
法

 ..............................................  

三〇二八

行
政
不
服
審
査
法
施
行
令

 ....................................  

三〇四〇

行
政
事
件
訴
訟
法

 ..............................................  

三〇四七

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

 ...........................  

三〇五八

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律

.....  

三〇八一

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律

 ............................................................. 

三〇八七

地
方
自
治
法

 ....................................................  

三〇九三
地
方
自
治
法
施
行
令

 ...........................................  

三一〇五

地
方
自
治
法
施
行
規
則

 ........................................  

三一〇七

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律

 ....................................  

三一一五

公
証
人
法

........................................................  

三一一八

公
証
人
法
施
行
規
則

 ...........................................  

三一三二

公
証
人
手
数
料
令

 ..............................................  

三一三七

指
定
公
証
人
の
行
う
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る

省
令

 ...........................................................  

三一四三

司
法
書
士
法

 ....................................................  

三一五〇

司
法
書
士
法
施
行
令

 ...........................................  

三一六五

司
法
書
士
法
施
行
規
則

 ........................................  

三一六七

司
法
書
士
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
法
人
を
定
め
る
省
令

 ............................................................. 

三一七六

土
地
家
屋
調
査
士
法

 ...........................................  

三一七七

土
地
家
屋
調
査
士
法
施
行
令

 .................................  

三一九二

土
地
家
屋
調
査
士
法
施
行
規
則

 ..............................  

三一九四

土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
法
人
を
定
め

る
省
令

........................................................  

三二〇二

（
附
録
）　

公
証
人
の
手
数
料

 ...................................... 

三二〇六

法
令
等
索
引

 ............................................ 

前
付

変
体
が
な
一
覧
表

 ...................................... 

表
紙
２

年
齢
・
年
号
・
西
暦
早
見
表

 ........................... 

表
紙
３
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